
 

                    
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

                         ※デスクマット等に挟んでご利用ください。 

発行責任者 / 小 林 政 仁  
発  行  日 / 2026年 2月1日 

No.236 社報タイトル「協和」は社内で

掲げる２０２6年の標語です。 

●３月１０日 

１.２月分源泉所得税･住民税の特別徴収税額の納付 

●３月１６日 

２.前年分贈与税の申告 

   申告期間･･･２月２日から３月１６日まで 

３.前年分所得税の確定申告 

   申告期間･･･２月１６日から３月１６日まで 

４.所得税確定損失申告書の提出  

５.前年分所得税の総収入金額報告書の提出 

６.確定申告税額の延納の届出書の提出 

  延納期限･･･６月１日 

７.個人の青色申告の承認申請 

(１月１６日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から２か月以内) 

 ８.個人の道府県民税･市町村民税･事業税(事業所税)の申告 

●３月３１日 

 ９.個人事業者の前年分の消費税及び地方消費税の確定申告 

 10.１月決算法人の確定申告〈法人税･地方法人税･消費税及び地方消費税･法人事業税･ 

(法人事業所税)･法人住民税〉 

 11.１月,４月,７月,１０月決算法人及び個人事業者(前年１２月分)の３月ごとの期間短縮に係る確定申告

〈消費税及び地方消費税〉 

 12.法人・個人事業者(前年１２月分及び当年１月分)の１月ごとの期間短縮に係る確定申告 

〈消費税及び地方消費税〉 

 13.７月決算法人の中間申告〈法人税･地方法人税･消費税及び地方消費税･法人事業税･法人住民税〉(半期分)  

 14.消費税の年税額が４００万円超の４月,７月,１０月決算法人の３月ごとの中間申告 

〈消費税及び地方消費税〉 

 15.消費税の年税額が４,８００万円超の１２月,１月決算法人を除く法人の１月ごとの 

中間申告(１１月決算法人は２か月分)〈消費税及び地方消費税〉 



   
 

 

令和７年１月２１日（水）に弊社の恒例行事である 

「川崎大師での祈願」及び「中間決算報告会」を行いました。 

 

 

    
 
 

 
 

                                                                          

 
 

  

一粒万倍日                   N.T 

 
カレンダーなどでよく目にする「一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）」とは 
一粒の籾（もみ）が万倍にも実り、立派な稲穂になる」という意味を持つ物事のスタートに最適な吉日です。

小さな一歩が大きな成果につながるとされるため、以下の行動に良い日と言われています。 
 

① 新規プロジェクトの始動や契約 
② スキルアップのための勉強開始              
③ 財布の新調や備品の買い替え                

 

特に 3 月 5 日(木)は複数の吉日が重なる今年最高の開運日です。良い種をまけば、将来大きな収穫となって返

ってくるかもしれません。新しい挑戦を後押しするきっかけとして、活用してみてはいかがでしょうか。 

                  

事業繁栄・交通安全等の初祈願を行ったのち 

各種報告、グループディスカッション 

「仕事・職業分野の目標～キャリア・能力開発・チャレンジ～」を行いました。 

目標が明確になった機会となり、より善い事務所を創る上で貴重な時間となりました。 


